
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入に対して、実際に使えるお金はどのくらい？ 

2024年 

10月号 

 給与の場合、収入から各種控除額を差し

引いた金額に対して所得税が課せられま

す。では、学生のアルバイト収入は、通常い

くらを超えると所得税が課せられるでしょ

うか？ 

 

１ 年 100万円  

２ 年 103万円 

３ 年 130万円 

 

（答えは裏面にあります！） 

 

10月に旬を迎える松茸。近年日本では北

欧の松茸が人気だそう。北欧産の松茸は日

本の松茸とほぼ同じ DNA を持ち、価格が安

いのがその理由です。 

そこで不思議なのが、ヨーロッパではほ

ぼ松茸を食べないこと。日本人は好きなあ

の香りが、ヨーロッパ 

では受け入れられない 

そうです。 

働いて稼いでも全額自由に使えるわけ 

ではありません。税金や社会保険料が差 

し引かれ、残った部分が実際に使えるお 

金になります。これを可処分所得といい 

ます。では、実際の可処分所得はどのく 

らいなのでしょうか？家計調査によると、 

現役世代の可処分所得は 494,668円で、 

実収入の 81％。つまり、税・社会保険料 

の負担は、収入の 2割程度ということが 

わかります。一方、65歳以上の無職世帯 

の可処分所得は 213,042円で実収入の 87 

％。リタイア世代でも税・社会保険料の 

負担は収入の 1割強ということになりま 

す。もちろん、収入によりこの割合は異 

なります。自分の場合はどうなのか、一 

度調べてみてはいかがでしょうか？ 

現役（勤労）二人以上世帯 

 

 

 

 

 

 

 

65歳以上夫婦のみ無職世帯 

 

 

 

 

 

 

 

出典:家計調査報告 2023年 

かまくらＦＰ通信

 

〜気軽に読めて役に立つ 

マネー情報をお届けします！〜 

 

 



  

おひとりさまの相続、財産を渡したい人がいる場合は遺言を！ 

 おひとりさまで相続が発生した場合について確認しましょう。親が他界していれば、兄弟姉

妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が他界しそれらに子がいれば、甥・姪が代襲相続人とな

ります。しかし、甥・姪が他界していた場合、その子は相続人にはなれません。兄弟間の場合、

代襲相続は甥・姪までとなります。 

相続人がいない場合は、行政や利害関係者等からの申し立てにより、家庭裁判所が相続財産

清算人を選任、官報公告をし、相続人がいないことの確認を行います。相続人がいないことが

確定されると、債務などが清算され、残った財産は国庫に帰属、つまり国の財産となります。

また、内縁の配偶者など特別縁故者がいる場合は、財産分 

与の請求を行うことができます。特別縁故者の財産分与請 

求は、相続人がいないことが確定してから 3カ月以内に家 

庭裁判所に申し立てをする必要があります。 

「疎遠になっている兄弟姉妹には相続せず、お世話にな 

った第三者に遺贈したい」という場合は、遺言書を作成し 

ておきましょう。兄弟姉妹には遺留分（一定割合の遺産を 

取得できる権利）がないため、遺言書通りに財産を処理す 

ることができます。専門家に相談しながら、しっかりと内 

容を検討するとよいでしょう。 

 

答えは ３ 

  

学生のアルバイト収入の場合、収入から

基礎控除 48万円、給与所得控除 55万円～、

勤労学生控除 27 万円を控除することがで

きます。よって 130 万円までは非課税とな

ります。 

（個別の控除額は考慮していません） 

 

いよいよワラサの群れが回ってきました(^^) 

４人で船に乗って、みんなは先に釣れていて 

船長が仲間の船と無線で「まだ顔を見てない

のがひとりいるんだよ」と話していて( ;∀;) 

氷しか入っていない大きなクーラーを横目に 

必死に竿を振ったら、ガツンと来ました～‼ 

やり取りの醍醐味はもちろん、海の上にいる 

             のが気持ち良く 

             朝 6 時半から 13 

                          時半までたっぷ

り半日を過ごし

ました(^^)♡♡♡ 

被相続人からみて弟・妹が相続人となるが、 

弟も死亡していた場合は姪が相続人に。 

株式会社 慶 優  https://keiyu.jp 

神奈川県鎌倉市小町１－８－２１ 

お問い合わせは 0467-22-5200 まで！ 

E-mail  : hirota@keiyucorp.com 

 


